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「仲間はずれ、無視、陰口などの暴力を伴わないいじめ」
された経験がある・・・９割 / した経験がある・・・・９割

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導センター
いじめ追跡調査２０１３－２０１５

いじめは「どの学校にもどの子どもにも起こりうる」

国研の児童生徒調査に見るいじめの傾向

平成30年度の認知件数（大分県全学校）・・・・ 11,356件（29年度5,493件)

児童生徒1000人当たり （大分県全学校）・・・・ 92.4件（全国40.9件）

増加は、各学校がいじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、
その解消に向けた取組を進めている成果

ＵＰ

（１） いじめの認知件数

速やかに学校いじめ対策組織に対し当該情報を報告し、組織的対応

いじめの「認知件数」が少ない場合、いじめを見逃していた
り、見過ごしているのではないか、と考えるべき。

□ 「いじめ」という行為はそもそも大人の目には見えにくく、完全に発見することは不可
能。つまり、教員が認知できた件数は、あくまでも真の発生件数の一部にすぎない。



□ 先生個人が、事案を抱え込んだり、経験則で対応不要と個人で判断せず、学
校いじめ対策委員会に通告すること。
□ 事実関係を把握し、いじめであるか否かの判断や対応については、学校いじめ
対策委員会で行うこと。
□ あなたが、いじめを発見、又は児童生徒から相談を受けた場合の報告先
（例）●●先生

（２） いじめに対する措置

第２３条（いじめに対する措置）

学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者
及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、い
じめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する

学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

相談を受けた特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策
委員会に報告を行わないと、規定の違反になる。
いじめの情報共有は、法律に基づく義務であり、公立学校の教職員が怠ることは地方公務
員法上の懲戒処分になり得る。

いじめの訴えが児童生徒や保護者からあった場合は、教職員が抱え込むことなく
組織的な対応を行う。

いじめ防止対策推進法



いじめ・問題行動の発生
① 認知した教員
② 生徒指導主任
③ 主幹教諭
④ 副校長・教頭
⑤ 校長

※ 原則、事実確認の役割分担は、生徒指導
主任が行う。
主幹教諭は、生徒指導主任を指導助言する。

※ 左記の報告経路を優先し、クラス担任等の
必要と認める教職員には順次連絡を行うこと。

 生徒間のトラブル
 無視をされた
 からかわれた
 いじめの疑い など

 校則違反事案
 法令違反事案
 その他指導事案 など

生徒指導委員会 いじめ対策委員会（注１）

 生徒指導措置の審議
 該当生徒への指導方針の立案

 「いじめ」の疑いが認められた時には、
（注１）いじめ対策委員会への移行も
ある。

 いじめか否かの判断
 情報収集（アンケート等)

 被害生徒・保護者への支援計画の立案
 加害生徒への指導計画の立案
 加害保護者への助言

□ 「いじめ」が認められた時に、一律に指導措置の内容を決定するのではなく、それぞれの事案
に応じた指導措置を検討するものとする。

□ 委員会が開かれた際には確実に議事録を作成し、対応の流れを記録する。

関係生徒からの事実の確認（５Ｗ１Ｈ）をし、組織的な対応をする

報告の流れ

事実の概要が判明次第、以下を参考に審議す
る委員会を判断する

関係生徒からの事実の確認

（３） いじめ・問題行動等発生時の対応



●つながりのある教職員を中心に、即日、関係児
童生徒（加害・被害とも）の家庭訪問等を行い、事実
関係を伝えるとともに、今後の学校との連絡方法に
ついて話し合う、

●いじめられた児童生徒にとって信頼できる人と一
緒に寄り添い支える体制をつくり、いじめから救い
出し、徹底的に守り通す。

●いじめた児童生徒には、いじめは人格を傷つける
行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自
覚させるとともに、不満やストレスがあってもいじめ
に向かわせない力を育む。

●いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問
題として捉えさせるとともに、いじめを止めることは
できなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。

●教職員、児童生徒、保護者、地域、
その他から「いじめ対策委員会」に
情報（アンケート結果を含む）を集約

いじめの発見

１ 情報を集め組織的に共有する

２ 指導・支援体制を組む

３-Ａ 児童生徒への指導・支援を行う

３-Ｂ 保護者と連携する

●「いじめ対策委員会」で指導・支援
体制を組む
※管理職のリーダーシップ

□ 学級担任等が抱え込まず、「学校いじめ対策委員会」で迅速かつ的確に対応
する。
□ 日常的な児童生徒の観察、定期的な面談・アンケートにより早期発見に努力する。
□ 的確に、いじめの疑いに関する情報を共有すること。



（４） いじめの重大事態とは

第２８条（学校の設置者又はその設置する学校による対処）

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下

「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止
に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織
を設け、質問票の使用その他の適切な方法により重大事態に係る事実関係を明
確にするための調査を行うものとする。

１ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大
な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
２ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席する
ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

□ 重大事態の例として
①児童生徒が自殺を企図した場合
②心身に重大な被害を負った場合
③金品等に重大な被害を被った場合
④いじめにより転学等を余儀なくされた場合
⑤いじめが原因で長期欠席を余儀なくされた場合 等

□ 不登校重大事態の定義は、欠席日数が年間30日であることを目安としている。欠席が３０日
を超えているにも拘わらず、いじめの認知にいたっていない場合や重大事態と捉えてい
ない場合がある。

いじめ防止対策推進法



※ いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。

（５） いじめの解消について

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要があ
る。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ他の事情も勘案して判断するものとする。

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える

行為が止んでいる状態が相当の期間
継続していること。この相当の期間とは，少
なくとも３か月を目安とする。ただし，い
じめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必
要であると判断される場合は，この目安にかかわ
らず，より長期の期間を設定するものとする。

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する
時点において，被害児童生徒がいじめの行為により

心身の苦痛を感じていないと認められる
こと。
被害児童生徒本人及びその保護者に対し，心身の
苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認す
る。

①いじめに係る行為が止んでいること ②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

加害生徒を反省させ、謝罪させたからといって、すぐに解消となるわけではない！

・いじめの解消の定義に基づき判断した結果、解消と判断できない事案が多く
なる。
・いじめについて、丁寧かつ慎重に対応することとなるため、解消率が前年と
比較して下がることは問題ではない。

文部科学省「生徒指導担当者連絡会」2019年度行政説明資料



□ 疑わしいもの（「あれっ」とか「おかしいな」と思われるもの）全てを
法律で設置義務とされている各学校の対策「組織」へ通知・報告

□ 「何がいじめにあたるのか」は、「いじめ防止対策推進法」の定義
にしたがって判断すること
定義の意味を周知・徹底し、個々人が自分なりの限定した解釈
をしない

□ 学校や家庭・地域・関係機関等の相談機能の充実・整備が不可
欠

□ 児童生徒だけでなく、教職員・保護者・地域住民が当事者意識
（いじめを自分たちの解決課題として捉えるモティベーション）を
もつことが不可欠


